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合板の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件 新旧対照表

○合板の格付の表示の様式及び表示の方法（平成１５年３月２８日農林水産省告示第５４１号） (下線部分は改正部分）

新（平成２６年２月２５日農林水産省告示第３０６号） 旧

一 様式 一 様式

１～３ （略） １～３ （略）

４ 化粧ばり構造用合板 [新設]

(1) Ａは、20ミリメートル以上とし、Ｂは、Ａの10分の９とする。

(2) Ｃは、Ａの２倍とし、外円の線の太さは、内円の線の太さの２分の１とする。

(3) ＪＡＳの文字の高さは、Ａの10分の３とする。

(4) 類別は、特類又は１類の別を記載する。

(5) 厚さの単位は、ミリメートルとする。

(6) 認定機関名は、略称を記載することができる。

５ 天然木化粧合板及び特殊加工化粧合板 ４ 天然木化粧合板及び特殊加工化粧合板

[図略] [図略]

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略）

二 (略) 二 (略)


